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平成 30年度 第 2回法学部教授会議事録要旨 

 

日 時：2018年 5月 9日（水）16：00～ 

場 所：板橋校舎 二号館 2階 2－0221会議室 

構成員：34名（定足数17名） 

出席者：28名（定足数充足）  

欠席者：6名  

議 長：法学部長 

 

Ⅰ．議案の審議  

 審議に先立ち、法学部長より、第 1 回法学部教授会議事録について一部修正する旨の報

告の後、内容確認が行われ、確定した。 

 

１．学校法人大東文化学園評議員候補者の推薦に関する件 

法学部長からの説明の後、投票が行われ、法学部推薦の評議員候補者が承認された。 

 

２．平成 31年度海外研究員、海外留学者、国内研究員および特別研究期間制度適用者に 

関する件 

法学部長より、説明があり、資料のとおり承認された。 

 

３．2019年度全学共通科目の科目編成に関わる事前調査に関する件 

 法学部長の指名を受け、各学科主任より提案があり、承認された。 

 

４．2018年度大東文化大学主催短期語学研修プログラムの単位認定に関する件 

 法学部長の指名を受け、資料に基づき、各学科主任より提案があり、一部修正を含め提

案は承認された。 

 

５．2019年度指定校推薦入試に係る指定校の選考に関する件 

 法学部長の指名を受け、資料に基づき、各学科主任より提案があり、承認された。 

 

６．平成 31（2019）年度転部・転科の取扱いに関する件 

法学部長の指名を受け、資料に基づき、各学科主任より提案があり、承認された。 

 

７．2019(平成 31)年度スポーツ推薦入学試験の配分原案に関する件 

法学部長の指名を受けて、各学科主任より報告があり資料のとおり承認された。 

 

８． 平成 30年度法律学科講演会に関する件 

 法学部長の指名を受け、担当の准教授より資料に基づき説明があった。授業措置（公欠措
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置科目）を含め、承認された。 

 

９．2017年度大学専任教育職員海外研究員の帰国に関する件 

法学部長より、資料に基づき説明があり、資料のとおり承認された。 

 

10．平成 29年度大東文化大学特別研究期間報告書に関する件 

  法学部長より、資料に基づき説明があり、資料のとおり承認された。 

 

11. 2018(平成 30年)度法学研究所研究班編成に関する件 

法学部長の指名を受け、法学研究所長より、資料に基づき、研究員の追加について提案が

あり、承認された。 

 

12. 法学部への寄付申し出に関する件 

 法学部長より、寄付申し出を受け入れる提案があり、承認された。 

 

13. その他 

・法学部長の指名を受け、政治学科主任より政治学科講演会開催について提案があり、承

認された。 

・法学部長より、自己点検・評価活動に関して 5月 30日(水)までにシートを作成し、学部

執行部宛て提出する旨要請があった。 

 

Ⅱ. 報告事項 

１. 諸会議報告 

 法学部長より、資料に基づき報告があった。 

 

２東松山キャンパス運営委員会報告 

 法学部長の指名を受け、東松山担当主任より、資料に基づき報告があった。 

 

３. 学部長会議申し合わせ事項について 

 法学部長より、学部長会議申し合わせ事項の記載内容の一部が追加された旨の報告があ

った。 

 

４. 2018(平成 30)年度入試状況および 2019（平成 31）年度入試概要について 

 法学部長より、資料に基づき法学部の入試状況について報告があった。各学科主任より、

2019年度入学試験実施概要・要項について、資料のとおりである旨、報告があった。 

 

５. 平成 31年度教員人事及びカリキュラム編成等に係る日程について 

 法学部長より、資料に基づき、今年度の人事採用計画、昇任人事案計画を策定する際は、
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日程表により実施するよう要請があった。 

 

６．大東文化大学大学院法務研究科（法科大学院）の板橋校舎移転に関わる 

法務研究科学生の学部・学科授業聴講に係る配慮のお願いについて 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

７．平成 30（2018）年度ゼミ合宿（課外活動）に伴う申請について 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

８．平成 29年度私立大学等経常費補助金について 

 法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

９．大東文化大学学則について 

 法学部長より、資料に基づき報告があった。 

 

10. 大東文化大学被災地学生支援特別奨学金規程について 

 法学部長より、前回の法学部教授会において審議し、否決した案件であるが、大学評議

会において一部条文が変更され承認となった旨の報告があった。 

 

11. 2018年度オフィスアワーについて 

法学部長より、資料に基づき説明があった。 

 

12. 自己点検・評価に関するアンケート調査の集計報告について 

 法学部長より、資料に基づき、報告があった。なお、アンケート調査集計報告は、2018

年度自己点検・評価活動に活用することとした。 

 

13. FD委員会からの報告について 

法学部長より、資料に基づき、「学生による授業評価アンケート」実施に際し、協力依頼

があった旨の報告があった。 

 

14. 学生支援センターからの報告について 

法学部長より、資料に基づき、フレンドシップ・ウォーク 2018開催当日に関する事項に

ついて、報告があった。 

 

15. 国際交流センターからの報告について 

法学部長より、資料に基づき説明があった。なお、2019 年度協定校派遣留学生募集（英

語・欧州語圏）の選考委員の委嘱については、6月開催の法学部教授会において委員を選出

する旨の提案があり、承認された。 
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16. 板橋校舎自衛消防訓練（総合訓練）の実施について 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、自衛消防訓練への参加要請があった。 

 

17. その他 

 

Ⅲ. 学籍・兼業・回収資料 

１. 学籍異動に関する件 

 法学部長の指名を受けて、資料に基づき、法学部事務室事務長より説明があり、承認さ

れた。 

 

２.法学部専任教育職員の兼業に関する件 

 法学部長より、資料に基づき説明があり、承認された。 

 

３．平成 30年（2018）年度スポーツ奨学生候補者に関する件 

法学部長の指名を受けて、政治学科主任より、資料に基づき提案があり、承認された。 

 

４．その他 

  

Ⅳ.人事教授会  

 法学部長より、特任准教授の議決権が無いことを確認し、人事教授会定足数 22名（36-2

の 2/3）以上 26名の出席が確認され、人事教授会の開催が宣言された。 

 

１．教育補助員の更新に関する件 

 法学部長の指名を受け、政治学科主任より、資料に基づき提案があり、承認された。 

 

以上で全ての審議が終了したので、法学部長は閉会を宣した。 

 

 


